
裁判年月日 平成25年12月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平２３（ワ）２５２６６号・平２３（ワ）２５２６７号

事件名 損害賠償等請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2013WLJPCA12138005

要旨

◆区分所有建物である本件マンションにおいて、被告Ｙ１及び同Ｙ２が所有する居室に設置

された電気温水器の給湯配管が地震により破損して発生した漏水事故について、その階下の

居室（被害居室）の所有者である原告Ｘ１、同居室の賃借人である原告クリニック、同居室

の居住者である原告Ｘ２及び同Ｘ３が、それぞれ被告Ｙ１及び同Ｙ２に対し工作物責任に基

づく損害賠償金の連帯支払を求めるとともに、原告クリニックが、被害居室に係る住宅用賃

貸総合補償保険契約の保険者である被告共済に対し、同契約に基づく保険金及び不法行為に

基づく損害賠償金の支払を求めた事案において、本件事故は、本件地震によって、設置の瑕

疵があった土地の工作物である本件温水器が回転し、その給湯配管が破損して発生したもの

であるから、本件温水器の所有者である被告Ｙ１及び同Ｙ２は工作物責任を負うなどとして

、原告らの被告Ｙ１及び同Ｙ２に対する請求をそれぞれ一部認容する一方、原告クリニック

の被保険者性を否定するとともに、本件保険契約時及び本件事故発生後の被告共済の対応に

係る不法行為の成立を否定し、原告クリニックの被告共済に対する請求をいずれも棄却した

事例

出典

ウエストロー・ジャパン

参照条文

民法１条２項

民法７０９条

民法７１５条

民法７１７条１項

消費者基本法５条１項２号

消費者基本法５条１項４号

保険法２条６号
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裁判年月日 平成25年12月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平２３（ワ）２５２６６号・平２３（ワ）２５２６７号

事件名 損害賠償等請求事件

裁判結果 一部認容 文献番号 2013WLJPCA12138005

平成２３年（ワ）第２５２６６号損害賠償等請求事件（第１事件），

同第２５２６７号損害賠償等請求事件（第２事件）

中華人民共和国香港特別行政区〈以下省略〉

第１事件原告 Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）

東京都港区〈以下省略〉

第２事件原告 医療法人社団くちばクリニック（以下「原告

クリニック」という。）

同代表者理事長 Ｘ２

東京都港区〈以下省略〉

第２事件原告 Ｘ２（以下「原告Ｘ２」という。）

同所

第２事件原告 Ｘ３（以下「原告Ｘ３」という。）

上記４名訴訟代理人弁護士 田村公一

同 松田聰

同訴訟復代理人弁護士 川端啓之

東京都千代田区〈以下省略〉

第１事件・第２事件被告 Ｙ１（以下「被告Ｙ１」という。）

東京都杉並区〈以下省略〉

第１事件・第２事件被告 Ｙ２（以下「被告Ｙ２」という。）

上記２名訴訟代理人弁護士 神谷宗之介

東京都千代田区〈以下省略〉

第２事件被告 株式会社宅建ファミリー共済（以下「被告共

済」という。）

同代表者代表取締役 Ａ

同訴訟代理人弁護士 竹内浩

主文
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１ 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告Ｘ１に対し，連帯して３８６万８２２９円及びこれに

対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告クリニックに対し，連帯して２１８万１８８９円及び

これに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告Ｘ２に対し，連帯して１１万円及びこれに対する平成

２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告Ｘ３に対し，連帯して１１万円及びこれに対する平成

２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

５ 原告らの被告Ｙ１及び被告Ｙ２に対するその余の請求並びに原告クリニックの被告共

済に対する請求をいずれも棄却する。

６ 訴訟費用は，原告Ｘ１に生じた費用の５分の３と被告Ｙ１及び被告Ｙ２に生じた費用

の１００分の３２を原告Ｘ１の負担とし，原告クリニックに生じた費用の３分の２と被告Ｙ

１及び被告Ｙ２に生じた費用の１００分の２３を原告クリニックの負担とし，原告Ｘ２及び

原告Ｘ３に生じた費用の５分の４と被告Ｙ１及び被告Ｙ２に生じた費用の１００分の５を原

告Ｘ２及び原告Ｘ３の負担とし，原告らに生じたその余の費用と被告Ｙ１及び被告Ｙ２に生

じたその余の費用を被告Ｙ１及び被告Ｙ２の負担とし，被告共済に生じた費用を原告クリニ

ックの負担とする。

７ この判決は，第１項から第４項に限り，仮に執行することができる。

事実及び理由

第# 請求

１ 第１事件

(1) 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告Ｘ１に対し，連帯して９００万４４１６円及びこ

れに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2) 訴訟費用は，被告Ｙ１及び被告Ｙ２の負担とする。

(3) 仮執行宣言

２ 第２事件

(1) 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告クリニックに対し，連帯して６３０万６６９０円

及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え

。

(2) 被告Ｙ１及び被告Ｙ２は，原告Ｘ２及び原告Ｘ３各自に対し，連帯して６２万６

０００円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員

を支払え。

(3) 被告共済は，原告クリニックに対し，３７５万６０００円及びこれに対する平成

２３年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(4) 訴訟費用は，被告らの負担とする。
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(5) 仮執行宣言

第$ 事案の概要

１(1) 第１事件（原告Ｘ１の請求）

第１事件は，東京都港区〈以下省略〉所在のａマンション（以下「本件マンション」とい

う。）６０５号室（以下，単に「６０５号室」という。）の区分所有者である原告Ｘ１が，

本件マンション７０５号室（以下，単に「７０５号室」という。）の区分所有者である被告

Ｙ１及び被告Ｙ２（以下「被告Ｙ１ら」という。）に対し，７０５号室に設置されていた電

気温水器（以下「本件電気温水器」という。）の脚がアンカーボルトで床面に固定されてい

なかったこと等により，東日本大震災の際，本件電気温水器が横方向に回転してその給湯配

管が破損し，７０５号室から６０５号室への漏水事故（以下「本件事故」という。）が発生

した結果，原告Ｘ１は６０５号室の修繕工事をせざるを得なくなり，同工事費相当額の損害

を被ったとして，工作物責任（民法７１７条１項）に基づき損害賠償金９００万４４１６円

及びこれに対する不法行為の日である平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(2) 第２事件（原告クリニック，原告Ｘ２及び原告Ｘ３の請求）

第２事件は，６０５号室の賃借人である原告クリニック並びに同室の居住者である原告Ｘ

２及び原告Ｘ３（以下，「原告Ｘ２ら」といい，原告クリニックと併せて「原告クリニック

ら」という。）が，本件事故によって電化製品，衣類等の汚損による損害及び精神的損害等

を被ったとして，①７０５号室の区分所有者である被告Ｙ１らに対し，工作物責任に基づき

，（a）原告クリニックの物的損害についての損害賠償金６３０万６６９０円及びこれに対

する不法行為の日である平成２３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に

よる遅延損害金の連帯支払（うち３００万円及びこれに対する弁済期の経過した後である同

月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金について被告共済とも

連帯支払），（b）原告Ｘ２らの精神的損害についての損害賠償金計１２５万円２０００円

及びこれに対する不法行為の日である同月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合

による遅延損害金の連帯支払，②被告共済に対し，住宅用賃貸総合補償保険契約に基づき保

険金３００万円及び不法行為に基づき損害賠償金７５万６０００円並びにこれらに対する弁

済期の経過した後である同月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払（うち３００万円及びこれに対する同遅延損害金について被告Ｙ１らとも連帯支

払）を求める事案である。

２ 前提事実

(1) 当事者

ア 原告Ｘ１は，６０５号室の区分所有者であり，原告クリニックに対し，平成２１

年８月から同室を賃貸している（弁論の全趣旨）。

原告Ｘ２は，原告クリニックの理事長，原告Ｘ３は原告Ｘ２の妻であり，いずれも６０５

号室に居住している（原告Ｘ３本人）。

イ 被告Ｙ１らは，いずれも７０５号室の区分所有者であって，本件電気温水器の所

有者である（弁論の全趣旨）。
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ウ 被告共済は，原告クリニックとの間で６０５号室について住宅用賃貸総合補償保

険契約（以下「本件保険契約」という。）を締結した保険者である（争いのない事実）。

(2) 本件事故

平成２３年３月１１日午後２時４６分頃，東日本大震災が発生した。その直後頃，７０５

号室に設置されていた本件電気温水器の上部の給湯配管の接続口部の配管継手が破損し，７

０５号室から６０５号室への漏水事故（本件事故）が発生した。本件電気温水器の脚は，ア

ンカーボルトで床面に固定されていなかった。（甲２，４４）

(3) 本件保険契約

本件保険契約の約款（以下「本件保険約款」という。）には，被保険者以外の者が占有す

る戸室で生じた事故に伴う漏水，放水又は溢水による水漏れによって保険の対象について生

じた損害に対し，損害保険金を支払う旨及びこれに伴う費用保険金を支払う旨が規定されて

いる（１条１項４号本文，１０条１項，２項）。また，本件保険約款は，地震若しくは噴火

又はこれらによる津波によって生じた損害については損害保険金及び費用保険金を支払わな

い旨が規定されている（２条２項２号，１１条３項２号。以下，各規定を「本件地震免責条

項」という。）。（甲１９，乙ロ２）

３ 争点

(1) 本件事故の原因及び被告Ｙ１らの工作物責任の有無

（原告らの主張）

ア 本件電気温水器は，土地に接着した建物である本件マンションの７０５号室に床

面並びに給水，給湯及び排水配管で接合しており，本件マンションの水道設備と一体となっ

てその機能を果たすものであるから，「土地の工作物」に当たる。

イ 本件事故は，７０５号室に設置されていた本件電気温水器の脚がアンカーボルト

で床面に固定されていなかったこと，本件電気温水器の配水管が老朽化していたこと，水道

メーターの止水栓が開いていたことにより，東日本大震災の際，本件電気温水器が横方向に

回転し，その上部の給湯配管が破損して発生したものである。

本件電気温水器の取扱説明書，据付工事説明書及びメーカーのホームページには，本件電

気温水器の設置に当たってはアンカーボルトで固定されなければならない旨が記載されてい

たから，本件電気温水器の設置に瑕疵があった。

被告らは，また，経年劣化により老朽化した給湯配管の交換を怠り，さらに，空室時には

水道メーターの止水栓を閉めておくことが原則であるのにこれを怠ったから，本件電気温水

器の保存に瑕疵があった。

したがって，本件電気温水器は，通常有すべき安全性を具備しておらず，設置又は保存に

瑕疵があった。

（被告Ｙ１らの主張）

ア 本件電気温水器と７０５号室の唯一の接点は配管であり，本件電気温水器は７０

５号室の外壁又は内壁に接触又は固定されていたわけではなかった上，その脚もアンカーボ

ルトで本件マンションに固定されていなかったから，本件電気温水器は，人為的に建物に固

定されていたとはいえない。また，本件電気温水器は，建物から独立して温水を供給するも
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のであり，建物に不可分に付属していたものではなかったから，機能的にも建物と一体であ

ったと評価することはできない。

したがって，本件電気温水器は，「土地の工作物」に当たらない。

イ 本件電気温水器の脚はアンカーボルトで床面に固定されていなかったが，固定さ

れていない電気温水器等の給湯器が東日本大震災により転倒したとの報告が国土交通省に多

数寄せられている状況からすれば，本件事故当時，電気温水器等の給湯器がアンカーボルト

で固定されていない事案は多数存在していたものと推測され，本件電気温水器がアンカーボ

ルトで固定されていることが通常有すべき安全性とはいえない。仮に，本件電気温水器設置

の際，その脚をアンカーボルトで固定すべきであったとしても，その義務を果たすべきは設

置業者である株式会社ミクニ（以下「ミクニ」という。）であり，本件電気温水器設置後，

被告Ｙ１らが，自ら又は業者に依頼するなどして本件電気温水器の脚をアンカーボルトで固

定する義務を負うものではないから，本件電気温水器の設置に瑕疵はなかった。

また，本件電気温水器の給湯配管は，平成１８年頃に交換したものであって，経年劣化に

より老朽化していたとはいえないし，さらに，賃借人候補者が内覧する際，温水の出方を含

めて水回りの状況を確認することが多く，空室であっても，水道メーターを止水しておくこ

とはできないから，本件電気温水器の保存に瑕疵はなかった。

したがって，本件電気温水器の設置又は保存に瑕疵はなかった。

（被告共済の主張）

被告Ｙ１らの主張と同じ。

(2) 原告Ｘ１の損害（被告Ｙ１らの関係）

（原告Ｘ１の主張）

原告Ｘ１は，本件事故により，下記アからウのとおり，合計９００万４６８６円の損害を

被った。

ア（ア） 家賃収入

３月分賃料（３月１１日以降日割り） ３３万８７０９円

４月分賃料 ５０万００００円

家賃収入合計 ８３万８７０９円

（イ） 修繕工事費

建築・電気・設備工事 ５０４万００００円

建築・電気・設備追加工事 ３８万８５００円

照明器具張替塗装工事 ７万９５９０円

敷物工事 ６３万５４７０円

工事管理費 ５５万２０００円

修繕工事費合計 ６６９万５５６０円

なお，修繕工事費は，漏水被害を被った箇所についての必要最小限度の原状回復工事によ

るものだけを請求している。６０５号室は，昭和６２年に３５３９万８０００円をかけて内

装の改装（リフォーム）工事をした。住宅用鉄骨鉄筋コンクリート建物の内装の税務上の耐

用年数は４７年であって，上記リフォーム工事から２４年経過後の本件事故当時の残存価値
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は，少なくとも１６７０万７８５６円（３５，３９８，０００円－（３５，３９８，０００

円×０．０２２（減価償却率）×２４））であった。

（ウ） 物的損害合計 ７５３万４２６９円

イ 弁護士費用 １４７万０１４７円

ウ 損害額合計 ９００万４４１６円

（被告Ｙ１らの主張）

ア 家賃収入について

原告Ｘ１は，原告クリニックに対し，原告Ｘ１の親族が所有する物件を賃料月額５０万円

で賃貸し，家賃収入を得ていたといえ，家賃収入相当額の損害は生じていない。

イ 修繕工事費について

（ア）ａ 修繕工事は，２０年以上前の仕様を現在の最新式の仕様に変更するものであっ

て，原状以上の状態に改善されていることは明白である。被告Ｙ１らの全面的な負担によっ

て原告Ｘ１の所有物の状態が改善されることは，損害の公平な分担という損害賠償の基本理

念に反する。

物的損害は，被害物件を修理する以外に同種の物を入手することができないような特別な

事情がない限り，被害物件の価値を限度とすべきである。耐用年数が延びたことによって原

告Ｘ１は利益を得たといえるのであり，支出を早められたことによる損害のみが，本件事故

と相当因果関係のある損害というべきである。

ｂ ６０５号室の内装は，本件事故当時，昭和６２年のリフォーム工事から２４年が経

過しており，付帯設備の税務上の耐用年数は２２年であること，改修工事を行うことも時間

の問題であったこと等から，無価値又は著しく廉価であった。

建築・電気・設備工事及び建築・電気・設備追加工事（計５４２万８５００円）及び照明

器具張替塗装工事（７万９５９０円）の耐用年数は１５年，敷物工事（６３万５４７０円）

の耐用年数は６年とされており，これらの耐用年数に従って，相当の減額がされるべきであ

る。

（イ） 被告Ｙ１らの依頼した業者の見積りによれば，６０５号室に同等の修繕工事を行

ったとしても３９５万円で足り，原告Ｘ１の主張する修繕工事費は高額である。原状回復工

事であるならば，新たな設計作業は伴わないはずであり，工事管理費は不要であるし，修繕

工事で用いられた資材等が本件事故発生前の資材等と同等，同一であるかどうかも明らかで

ない。

また，修繕工事は，漏水被害がなかった箇所についても行われており，被害がなかった箇

所の修繕工事費について，被告Ｙ１らが負担する理由はない。図面（甲５０）によれば，６

０５号室全体の床面積の約１８パーセントには漏水被害がなかったことから，１２０万５２

００円（６，６９５，５６０円×０．１８）は過剰な請求である。

（ウ） 下記ａ及びｂの事情によれば，本件事故と６０５号室に生じた損害の全てとの間

に相当因果関係が認められるわけではないから，相当因果関係のない損害については被告Ｙ

１らが負担すべきではない。

ａ 東日本大震災は平成２３年３月１１日午後２時４６分頃に発生し，本件事故も同時
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刻頃に発生したものであるところ，本件マンションの管理人が本件事故発生の報告を受けた

のは同日午後４時３０分以降であって，この報告の遅れにより損害が拡大した。

ｂ 原告Ｘ１が昭和６２年３月頃に行った６０５号室の台所と食堂との間にあった構造

壁の撤去が，台所以外の居室への漏水につながり，また，地震に対する強度が下がったため

，６０５号室の電気設備が破壊された可能性がある。

(3) 原告クリニックらの損害

（原告クリニックらの主張）

ア 原告クリニックの物的損害

本件事故により，原告クリニックは，下記（ア）から（ウ）のとおり，合計６３０万６６

９０円の損害を被った。なお，６０５号室は原告クリニックの業務社宅としての性質を有し

，原告クリニックは，６０５号室の居住者である原告Ｘ２らが安心して生活できるように配

慮する義務に違反したことから，原告Ｘ２らに対して損害賠償責任を負うこと，原告クリニ

ックと原告Ｘ２らは実質的に同一人格であること，６０５号室内には原告クリニックの所有

物と原告Ｘ２らの所有物とが混在していたが，原告クリニックらにとって本件訴訟において

両者を区別するメリットがないこと，及び６０５号室内の家財に係る本件保険契約の契約者

は原告クリニックであることから，原告クリニックの損害として請求する。

（ア） 家財被害 ３５７万４３００円

（詳細は別紙１及び２の原告クリニックらの主張欄のとおり）

発生費用 １６２万９３２０円

（詳細は別紙３の原告クリニックらの主張欄のとおり）

物的損害合計 ５２０万３６２０円

（イ） 弁護士費用 １１０万３０７０円

（ウ） 損害額合計 ６３０万６６９０円

イ 原告Ｘ２らの精神的損害

本件事故による水漏れの被害は異常であった。また，被告Ｙ１は，原告Ｘ２らに対して形

式的に謝罪したのみで誠実に謝罪せず，本件電気温水器の交換の要求にも，転居先が決まる

までホテルの手配の依頼にも応じないなど，本件事故後の被告Ｙ１らの原告らに対する対応

は不誠実であった。このため，原告Ｘ２らは，財産的損害の賠償では償い切れないほどの多

大な精神的苦痛を被った。その金銭的評価は各自５０万円を下らない。

（ア） 慰謝料 各自５０万００００円（合計１００万００００円）

（イ） 弁護士費用 各自１２万６０００円（合計２５万２０００円）

（ウ） 損害額合計 各自６２万６０００円（合計１２５万２０００円）

（被告Ｙ１らの主張）

ア 原告クリニックの物的損害について

否認又は争う。その理由は下記（ア）及び（イ）のとおりである。

（ア） 家財被害について

ａ 原告クリニックが所有していない物件（テレビ，ゲーム機，ゲームソフト，靴，衣

類，写真立て，食品等）及び原告クリニックの医療業務とは無関係な物件（空気清浄器，オ
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ーブンレンジ，炊飯器，トースター）が含まれており，原告クリニックの損害とはいえない

。

ｂ 物的損害の賠償は，同等品の再調達価格の限度に限定されるべきところ，原告クリ

ニックらの主張する物的損害には，裏付けがなく，その物件自体が無価値なもの（例えば，

賞味期限切れの牛乳）や，損害額の主張が本件事故当時の被害物件の価値とかけ離れたもの

（別紙１の被告Ｙ１らの主張欄のとおり）がある。

（イ） 発生費用について

ａ 食費は，原告クリニックの医療業務とは無関係であるし，本件事故が発生していな

くとも生じたものであって，本件事故との間に因果関係がない。

ｂ 事務用品代は，本件事故を理由とし，かつ専ら本件事故の対処に伴うものであると

の立証がされていない。

ｃ 交通費は，業務上の移動との区別が明確ではなく，神奈川県三浦郡葉山町所在の原

告Ｘ２らの自宅への交通費も請求されている上，原告Ｘ２らは，公共交通機関ではなくタク

シーを利用しており，原告Ｘ２らが損害を拡大させたものであるから，交通費は，被告Ｙ１

らが負担すべき損害ではない。

ｄ 引越費用及び家賃は，被告Ｙ１らが，原告Ｘ２らに対して７０５号室を無償で使用

することを許諾していたのに原告Ｘ２らがこれを断ったこと，及び原告Ｘ２らは，以前に神

奈川県三浦郡葉山町の自宅から通勤していたことがあることからすれば，原告Ｘ２らが損害

を拡大させたものであって，被告Ｙ１らが負担すべき損害ではない。

また，原告クリニックは，本件事故の有無にかかわらず，家賃月額５０万円を負担してい

たのであるから，家賃相当額の損害はない。

ｅ 動物病院代等は，原告クリニックの医療業務とは無関係であるし，本件事故と飼い

犬の下痢との間の因果関係が立証されていない。

ｆ クリーニング代は，本件事故直後の平成２３年３月１７日分だけでなく，同月１９

日分から同年４月５日分までを含んでおり，本件事故によって被害を受けた衣類以外が含ま

れている可能性がある。また，クリーニング後の衣類の保管費用については，十分な広さの

仮住まいを確保した後は保管可能であったといえるから，被告Ｙ１らが負担すべき損害では

ない。

ｇ 本来，清掃は自ら行うべきものであるから，仮住まいの清掃費用は，被告Ｙ１らが

負担すべき損害ではない。

ｈ 通信費は，本件事故が発生しなくても生じたものであって，本件事故を理由とし，

かつ専ら本件事故の対処に伴うものであるとの立証がされていない。

ｉ 原告クリニックは，アルバイトに対する人件費を支払った期間分の原告Ｘ３に対す

る人件費（アルバイトに対する人件費よりも高額である。）の支払を免れているから，アル

バイトに対する人件費相当額の損害はない。

イ 原告Ｘ２らの精神的損害について

事実については否認し，法的評価については争う。

ウ 原告Ｘ２らによる損害の拡大
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上記(2)（原告Ｘ１の損害・被告Ｙ１らの関係）（被告Ｙ１らの主張）イ（ウ）と同じ。

（被告共済の主張・原告クリニックの損害について）

原告クリニックの家財に係る損害は，調査会社の査定に基づく１６２万６６６７円を超え

て存在しない。その場合の臨時費用保険はその３０％である４８万８０００円を，残取費用

保険金は実費である２万１０００円を超えることはない（本件保険約款１５条，１６条）。

弁護士費用は損害として認められない。

(4) 誰が本件保険契約の被保険者か（被告共済の関係）

（原告クリニックらの主張）

本件保険契約の保険契約者は原告クリニックであるところ，本件保険約款によれば，被保

険者とは保険の補償を受ける人又は保険の対象となる人である。原告Ｘ２は，保険の対象と

なる人という意味での被保険者であることは明確であるが，保険の補償を受ける人とは限ら

ないし，本件保険契約の保険料の支払義務者は保険契約者である原告クリニックであるから

，特別の事情がない限り，保険料の支払義務者が保険金請求権者と考えるべきである。

また，本件保険契約に基づく保険金（以下，単に「本件保険金」という。）請求権者が誰

であるかは極めて重要であるのに，被告共済は，本件訴状受領から１年以上経過した後に，

原告クリニックが本件保険金請求権者ではないと主張したものであり，被告共済の同主張は

信義則に反する。

仮に，被保険者である原告Ｘ２が本件保険金請求権者であると解する場合であっても，本

件保険金の受益において実質的に同一である原告クリニックもまた本件保険金請求権者であ

ると解するべきである。

したがって，本件保険金請求権者は原告クリニックである。

（被告共済の主張）

本件保険契約の保険契約者が原告クリニックであることは認める。しかし，損害保険契約

においては，保険料支払義務者としての保険契約者と被保険利益の帰属主体であると同時に

保険金請求権の帰属主体である被保険者は概念上明確に区別されており，本件保険契約にお

ける家財補償保険及び費用保険の被保険者は，法人等（個人事業主を含む。以下同じ）の役

員又は使用人（以下「従業員等」という。）で居住者である原告Ｘ２であって，原告クリニ

ックではない（本件保険約款の法人等契約の被保険者に関する特約条項）。また，本件保険

契約の対象は，保険証券記載の住宅に収容されている家財であって被保険者の所有物に限ら

れるから，原告クリニックが所有する家財は本件保険契約の対象ではない。

被告共済は，本件訴訟前から，原告クリニックに対し，本件地震免責条項により保険金支

払義務を負わない旨主張しており，かつ，被保険者が誰であるかは法令，本件保険契約書及

び本件保険約款を見れば明確であるから，被告共済が本件保険契約の被保険者について改め

て確認した上で主張することは，何ら信義則に反しない。

したがって，原告クリニックは，被告共済に対し，本件保険金請求権を有していない。

(5) 本件地震免責条項の適用の有無（被告共済の関係）

（被告共済の主張）

ア 本件事故は，東日本大震災によりもたらされた衝撃によって本件電気温水器が破
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損して水が噴き出したことによって生じたものであり，原告クリニックが本件事故によって

生じたと主張する損害は，地震によって生じた損害として，本件地震免責条項が適用され，

被告共済は損害保険金及び費用保険金の支払を免れる。なお，本件地震免責条項における「

地震」を限定的に解釈すべきではない。

イ 本件事故は，本件電気温水器の設置又は保存の瑕疵を原因とするものではなく，

本件電気温水器には東日本大震災以前には全く問題が生じていなかったから，原告クリニッ

クの主張する損害と地震との間に相当因果関係があることは明らかである。仮に，本件事故

が，本件給湯器の設置又は保存の瑕疵を原因とするものであったとしても，原告クリニック

が，本件事故が本件給湯器の設置又は保存の瑕疵によってのみ生じたことを立証できない以

上，被告共済は本件地震免責条項によって免責される（免責危険優先の原則）。

（原告クリニックらの主張）

ア 本件地震免責条項における「地震」は，戦争，噴火，津波，放射能汚染等と同程

度に巨大かつ異常な地震，すなわち社会一般又は当該保険契約の契約者において通常想定さ

れる危険の範囲を超えて大規模な損害が一度に発生し，保険契約者の拠出した保険料による

危険の分散負担が困難となるような巨大な地震でなければならず，震度５強の地震であって

もこれに当たらないところ，本件マンション付近では震度５弱であったのであるから，本件

地震免責条項における「地震」に当たらず，本件地震免責条項の適用はない。

イ 本件事故は，被告Ｙ１らの本件電気温水器の設置又は保存の瑕疵がなければ地震

があっても生じなかったものである。地震免責条項により免責を主張するためには，当該地

震が他の一般的な場合にも同様の効果を生じさせる可能性があることが必要であるところ，

本件地震は，震度５弱程度の地震であり，一般的に給水器の破損を生じさせる程度のもので

あったとはいえないから，本件において，地震免責を主張することはできない。

(6) 被告共済の不法行為責任の有無（被告共済の関係）

（原告クリニックらの主張）

被告共済は，保険商品を消費者に販売する事業者であるところ，本件保険契約の締結に際

し，原告クリニックに対し，地震免責について何らの説明もしなかったものであり，これは

消費者基本法５条１項２号に違反する。原告クリニックは，地震免責について説明を受けて

いれば，本件保険契約を締結しなかった。

また，被告共済は，本件事故発生後，原告クリニックらのもとへ調査人Ｂ（以下「Ｂ調査

人」という。）を派遣しながら，Ｂ調査人にいかなる資格でいかなる仕事をするものかを説

明させず，保険会社として当然行うべき基礎的な調査すら行わなかった。Ｂ調査人は，当初

，本件事故は東日本大震災によって生じたものではないと考えていたが，被告共済は，Ｂ調

査人の考えを一方的に変更させて本件事故の原因を東日本大震災によるものであるとし，本

件事故について本件地震免責条項により保険金が不支給となることを決定した。被告会社は

，本件事故について保険金を支払わない根拠を原告クリニックに対して直接説明せず，Ｂ調

査人を介して説明させるなどし，原告クリニックら代理人の説明に対しても適切に対処しな

かったものである。以上の被告共済の行為は，消費者基本法５条１項４号に違反する。

被告共済の本件保険契約締結時及び本件事故後の苦情処理時の行為は，消費者基本法の精
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神及び上記各規定並びに信義則に反しており，被告共済はその違法性を認識しながら本件保

険金の支払を拒んでいるものであるから，不法行為に基づき原告クリニックらの弁護士費用

７５万６０００円について損害賠償責任を負う。

（被告共済の主張）

事実については否認し，法的評価については争う。

保険代理店が本件保険契約締結時に原告クリニックに対してどのような説明をしたか不明

であるが，現在の損害保険制度では，地震による損害は地震免責条項により一般的に免責さ

れ，保険料率もこれを前提に算定されている。このことは，本件保険契約締結時には広く社

会に周知されており，本件保険約款にも本件地震免責条項が記載されていた。したがって，

被告共済は，地震免責について一般的な情報開示・説明義務を負わない。

また，被告共済は，本件事故後，Ｂ調査人を派遣し，Ｂ調査人は，調査を開始するに当た

って，原告Ｘ３に対し，漏水事故は本件保険約款１条に記載されている損害保険金が支払わ

れる事故に含まれるという一般的な説明はしたが，本件事故が東日本大震災により生じたも

のではないと考えていたわけではなく，調査の結果，本件事故は東日本大震災によって生じ

たものとの結論に至ったものである。被告共済は，必要な調査も実施したし，本件事故の原

因を変更させたものでもない。被告共済は，可能な調査を尽くした上で本件事故が地震によ

る漏水事故であると判断して，その後の交渉等において一貫した態度をとっているにすぎず

，何らの違法性の認識もない。

したがって，被告共済は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

第% 当裁判所の判断

１ 争点(1)（本件事故の原因及び被告Ｙ１らの工作物責任の有無）について

(1) 認定事実

ア 本件電気温水器は，本体の高さ１７８．３センチメートル，直径６６センチメー

トル，重さ約４９キログラム（満水時は約４１９キログラム）であって，タンク容量は３７

０リットルである。本件電気温水器は，７０５号室の給水配管から本件電気温水器のタンク

に水を取り込み，タンク内で電気コイルを用いて温水にし，給湯配管を通じて７０５号室の

浴室及び台所に給湯する仕組みとなっていた。（甲１１，１２，４３，４４）

イ 本件電気温水器は，ミクニが，平成１２年８月２８日，被告Ｙ１の依頼に基づき

，７０５号室に設置したものであるところ，その時，ミクニは，本件電気温水器の脚をアン

カーボルトで床面に固定しなかった。その後，本件電気温水器は，本件事故発生時まで，下

記（ア）から（エ）のような状況で設置されていた。（甲２，４３，４４，乙イ１，２５，

２６）

（ア） 本件電気温水器は，７０５号室の床面に設置されていたものの，その脚はアンカ

ーボルトで床面に固定されていなかった。

（イ） 本件電気温水器への給水は，本件マンション全体の給水設備から７０５号室の給

水配管（７０５号室の床下と６０５号室の天井との間に埋め込まれたもの）及び本件電気温

水器の給水配管（７０５号室の床に埋め込まれたもの）を経由して行われる。７０５号室の

給水配管と本件電気温水器の給水配管（１本）とは，７０５号室の床下部分でつながれてい
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た。

（ウ） 本件電気温水器の給湯配管（２本）は，７０５号室の浴室及び台所まで壁伝いに

設置されており，浴室及び台所では給湯配管は壁に埋め込まれていた。

（エ） 本件電気温水器の排水配管（１本）は，７０５号室の床に埋め込まれていた。

ウ 平成２３年３月１１日午後２時４６分頃に発生した東日本大震災により，本件電

気温水器は，その脚がアンカーボルトで床面に固定されていなかったため，横方向に回転し

，その上部の給湯配管の接続口部の配管継手が破損して，７０５号室から６０５号室への漏

水事故（本件事故）が発生した。この時，被告Ｙ１は，空室であった７０５号室の水道メー

ターの止水栓を閉めていなかった。

原告Ｘ３は，同日午後４時頃，６０５号室に帰宅して室内の状況を確認した。その後，同

日午後７時頃，本件マンションの他の居住者からの管理人への報告により，本件マンション

全体の給水設備の元栓が閉められた。（甲１，４７，原告Ｘ３本人，乙イ２５）

エ 本件電気温水器の取扱説明書及び据付工事説明書並びにメーカーのインターネッ

ト上のホームページには，地震時の転倒防止のために本件電気温水器の脚をアンカーボルト

で床面に固定し，これを確認すべき旨記載され，また，上記取扱説明書及びホームページに

は，１か月以上使用しない場合には本件電気温水器の電源を切り，タンク内の水を排水すべ

き旨記載されている（甲１１～１３）。

(2) 土地工作物性

上記(1)ア及びイによれば，本件電気温水器は，その脚がアンカーボルトで７０５号室の

床面に固定されていなかったものの，給水及び排水配管が７０５号室の床に，給湯配管が７

０５号室の壁にそれぞれ埋め込まれ，これにより建物に固定されており，また，本件マンシ

ョンの給水，排水及び給湯設備と一体となって機能していたことが認められるから，土地の

工作物に当たる。

(3) 設置又は保存の瑕疵

上記(1)アからエによれば，本件電気温水器は，高さ約１７８センチメートル，直径６６

センチメートル，タンク容量は３７０リットルで，満水時の重さは約４１９キログラムにも

なり，タンク内の水を電気コイルを用いて温水にするという装置であって，仮に転倒した場

合には人命に対する危害や漏水等の被害が生じ得るものであること（乙イ２），及び上記取

扱説明書等においてもその脚をアンカーボルトで床面に固定すべき旨記載されていたことか

らすれば，その脚をアンカーボルトで床面に固定していなかったことは，本件電気温水器が

通常有すべき安全性を欠いていたものといえ，本件電気温水器の設置について瑕疵があった

といえる。

(4) 小括

以上によれば，本件事故は，東日本大震災によって，設置の瑕疵があった土地の工作物で

ある本件電気温水器が回転し，その給湯配管が破損して発生したものであるから，本件電気

温水器の所有者である被告Ｙ１らは，工作物責任を負う。

２ 争点(2)（原告Ｘ１の損害・被告Ｙ１らの関係）について

(1) 家賃収入
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証拠（甲３）によれば，原告Ｘ１は，本件事故により，６０５号室の平成２３年３月１１

日から同年４月３０日までの家賃収入を得られず，家賃収入相当額８３万８７０９円の損害

を被ったことが認められる。

これに対し，被告Ｙ１らは，原告Ｘ１は原告クリニックに対して原告Ｘ１の親族が所有す

る物件を賃料月額５０万円で賃貸して家賃収入を得ていた旨主張するが，原告Ｘ１が賃料収

入を得ていたと認めるに足りる証拠はなく，上記被告Ｙ１らの主張を採用することはできな

い。

(2) 修繕工事費

ア 証拠（甲１，４の１・２，５の１・２，６の１・２，７の１・２，８～１０，１

７の１・２，４６～４８，５０～５２，原告Ｘ３本人，証人Ｃ（以下「証人Ｃ」という。）

）によれば，本件事故により，６０５号室の台所の天井が落ち，居間（一部被害なし），食

堂，台所，寝室（一部被害なし），子供部屋１部屋（一部被害なし），廊下及び水回りの床

が水浸しになるなど，２部屋（納戸及び別の子供部屋１室）を除く，同室の天井，電気設備

，照明器具，壁，床及び敷物に漏水被害が発生したこと，原告Ｘ１は，本件事故後，６０５

号室の修繕工事を行い，修繕工事費として，下記のとおりの出捐をしたことが認められる。

建築・電気・設備工事 ５０４万００００円

建築・電気・設備追加工事 ３８万８５００円

照明器具張替塗装工事 ７万９５９０円

敷物工事 ６３万５４７０円

工事管理費 ５５万２０００円

修繕工事費合計 ６６９万５５６０円

イ 証拠（甲４の１・２，５の１・２，６の１・２，７の１・２，８～１０，１６，

１７の１・２，２２，２４～３９，４５，証人Ｃ）によれば，６０５号室は，昭和４９年１

１月に新築された後，昭和６２年１０月に３５３９万８０００円をかけて全面的な内装の改

修（リフォーム）工事がされたこと（以下「昭和６２年工事」という。），本件事故後の上

記修繕工事では，漏水被害のあった箇所について，必要かつ相当な限度で，天井，床及び壁

の解体及び張替え，塗装，壁紙・絨毯の張替え等の工事がされ，原告Ｘ１の請求する修繕工

事費は，これらの工事に関するものだけであることが認められる。

被告らは，６０５号室のうち，床面積にして約１８パーセントに当たる部分については漏

水被害がなかったから，原告Ｘ１の請求は過剰であると主張するが，証拠（甲１７の１・２

，証人Ｃ）によれば，実際の工事費用は，被害のあった部分の修繕について必要かつ相当な

範囲で計上されていることが認められるから，被告らの主張は理由がない。

また，本件全証拠によっても，被告Ｙ１への本件事故発生の報告が遅れたこと又は上記リ

フォーム工事によって６０５号室の台所と食堂との間にあった構造壁が撤去されたことによ

って損害が拡大したと認めるに足りない。

ウ しかし，被害者の経済状態を被害を受ける前の状態に回復させ，また，損害の公

平な分担を図るという損害賠償制度の趣旨からすれば，上記修繕工事費のうち本件事故と相

当因果関係のある損害は，当該修繕工事が本件事故による被害を回復するために必要かつ相
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当なものであって，かつ修繕箇所の本件事故当時の時価の限度に限られると解すべきである

。本件事故当時の時価は，本件事故当時に被害を受けた物件と同一の種類，同程度の使用状

態の物件を市場において取得するのに要する価額によって定めることができるが，本件のよ

うに不動産を修繕したような場合には，市場における取得価格を明らかにすることは困難で

あるから，過去の取得価格に経年減価を施し，残存価値を算定することにより求めるのが相

当である。

もっとも，上記のとおり，昭和６２年工事は全面的な改修工事であり，本件事故後の工事

は漏水により被害のあった部分について行われたものであるから，昭和６２年工事のうち，

どの部分が本件事故後の工事に対応するかは明らかではなく，昭和６２年工事のうち，本件

事故後の工事に対応する部分の残存価値を直接算定することはできない。そこで，本件にお

いては，昭和６２年工事のうち本件事故後の工事に対応する部分の費用は，本件事故後の工

事費用と同額であり，この費用の分だけ６０５号室の価値が増加したと考えた上で，その額

に経年原価を施した額をもって残存価値と評価するのが相当である。なお，原告Ｘ１は，本

件事故後の工事により事故前の状態が完全に復元されたわけではないことや６０５号室の強

度が低下していることを理由に，本件事故後の工事により原告Ｘ１が利得することはないと

主張し，証拠（証人Ｃ）には，これに沿う部分があるが，具体性を欠くものであって，残存

価値についての上記判断を左右するには足りない。

エ 上記のとおり，６０５号室については，新築された昭和４９年１１月から１３年

が経過した昭和６２年１０月に昭和６２年工事がされ，その後，本件事故（平成２３年３月

１１日発生）まで２３年以上が経過している。そして，税務上，本件マンションの耐用年数

は４７年であり（住宅用鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造建物。甲４５），

建物の内部造作物については建物附属設備に該当する場合を除き，区分しないで当該建物の

耐用年数が適用される（減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一，耐用年数の適用

等に関する取扱通達第１章第２節３）。

ただし，建築・電気・設備工事及び同建築・電気・設備追加工事のうち，壁，天井クロス

についての工事（３２万１５００円）及び給排水衛生設備工事（クロス張替えに伴う便器脱

着）（５万２０００円）並びに照明器具張替塗装工事（７万９５９０円）及び敷物工事（６

３万５４７０円）の合計１０８万８５６０円については，数年ごとに張替えや交換を要する

ものに係る工事であるし，建築・電気・設備工事及び同建築・電気・設備追加工事のうち電

気設備工事（１４万円）及び空調換気床暖房設備工事（２３万５０００円）については建物

附属設備工事に該当し，税法上，耐用年数が１３年ないし１５年とされる（耐用年数の適用

等に関する取扱通達第１章第２節３）から，いずれも本件事故当時耐用年数が経過しており

，本件事故当時の残存価値はこれらの工事の合計額（１４６万３５６０円）の１０％である

計１４万６３５６円であったと認めるのが相当である。そして，工事管理費は，工事費の９

％として算定されているから，上記各工事に対応する部分の工事管理費としては，１万３１

７２円のみが認められる。

上記アの修繕工事費（工事管理費を除く）から上記各工事の合計額を控除した残額は，４

６８万円であるところ（６１４３５６０－１４６３５６０＝４６８００００），これらの工
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事の耐用年数は４７年で，２３年が経過したから，残存価値は，２３１万１９２０円となる

（４６８００００－４６８００００×０．０２２×２３＝２３１１９２０）。そして，この

部分に対応する工事管理費は２０万８０７２円となる（２３１１９２０×９％＝２０８０７

２）。

以上によれば，修繕箇所の本件事故当時の時価は，上記の合計である２６７万９５２０円

となるから，修繕工事費用６６９万５５６０円のうち，本件事故と相当因果関係のある損害

は，２６７万９５２０円と認めるのが相当である。

(3) 弁護士費用

上記不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用は３５万円と認めるのが相当である。

(4) 小括

以上によれば，原告Ｘ１の被告Ｙ１らに対する損害賠償請求は，３８６万８２２９円の限

度で理由がある。

３ 争点(3)（原告クリニックらの損害）について

(1) 原告クリニックの物的損害

ア 原告クリニックらは，本件事故による６０５号室の家財被害及びその後の発生費

用は全て原告クリニックの損害である旨主張し，被告Ｙ１らは，これらに原告クリニックの

損害とはいえないものも含まれる旨主張する。

前記第２の２(1)ア及び証拠（甲１，４７，原告Ｘ３本人）によれば，原告クリニックが

６０５号室を事務所として賃借し，原告クリニックの理事長である原告Ｘ２，その妻である

原告Ｘ３及び両名の子が同室に居住していたこと，同室内の家財には原告クリニックの所有

物と原告Ｘ２らの所有物が混在していたことが認められる。また，発生費用についても原告

クリニックが負担すべきものと原告Ｘ２らが負担すべきものが併せて請求されているといえ

る。

そのうち，原告クリニックの損害賠償請求が認められるのは，家財被害については原告ク

リニックが所有していた家財に係る損害に，発生費用については原告クリニックの業務と関

係があって原告クリニックが負担すべき費用に限られ，かつ，本件事故とこれらの損害との

間には相当因果関係がなければならないと解される。

なお，前記２(2)イのとおり，本件全証拠によっても，被告Ｙ１への本件事故発生の報告

が遅れたこと又は上記リフォーム工事によって６０５号室の台所と食堂との間にあった構造

壁が撤去されたことによって損害が拡大したと認めるに足りない。

イ 家財被害

（ア） 証拠（甲４７，４８，乙ロ１，原告Ｘ３本人）によれば，原告クリニックは，本

件事故により，別紙１及び２の当裁判所の判断欄のとおり，家財被害について１１７万８５

００円の損害を被ったことが認められる。

（イ） 各家財の損害額は，株式会社鑑定ジャパンのＢ調査人が平成２３年３月１６日に

実施した調査に基づき作成した鑑定書（乙ロ１）の査定価額であると認められる。なお，証

拠（甲１，４７，原告Ｘ３本人）によれば，パソコン及びプリンタは，水の直接の被害を受

けなかったため，上記調査日には査定を受けておらず，同年５月になって不具合が生じたこ
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とが認められるにすぎないから，パソコン及びプリンタの不具合による損害は，本件事故と

相当因果関係のある損害とはいえない。

また，ゲーム機，ゲームソフト，靴，衣類及び食品について，原告クリニックの所有物と

認めるに足りる証拠はない。

ウ 発生費用

（ア） 証拠（甲２１，４７，原告Ｘ３本人）によれば，原告クリニックは，本件事故に

より，別紙３の当裁判所の判断欄のとおり，発生費用について８１万３３８９円の損害を被

ったことが認められる。

（イ）ａ 食費及び喫茶代

原告クリニックが負担すべきものとはいえない。

ｂ 事務用品代

証拠（甲４８，４９）によれば，本件事故の状況を保全し，本件事故を理由とする損害賠

償請求等に利用するための資料作成に要する費用であったことが認められる。

ｃ 交通費

収納ケース等の購入のために要した分については，タクシー代を含め，原告クリニックが

負担すべきものと認められるが，原告Ｘ２らとその子が神奈川県三浦郡葉山町所在の自宅へ

の行き来に要した交通費については，原告クリニックが負担すべきものとはいえない。

ｄ 引越費用，仮住まいの清掃費用及び家賃

前記２(2)アのとおり，６０５号室は本件事故により漏水被害を受け，修繕工事が行われ

，原告クリニックらは６０５号室を利用することが困難な状況になり，仮住まいに引っ越し

たことが認められる（原告Ｘ３本人）から，修繕工事中の仮住まいへの引越費用は，本件事

故と相当因果関係のある損害と認められる。

原告クリニックらは，原告Ｘ１の両親の好意で仮住まいをすることができたこと（原告Ｘ

３本人）を考慮すると，仮住まいを出る際の清掃費用についても本件事故と相当因果関係の

ある損害と認められる。

証拠（原告Ｘ３本人）によれば，原告クリニックは，平成２３年４月分の仮住まいの家賃

５０万円を支払った一方で，同月分の６０５号室の家賃５０万円の支払を免れたことが認め

られる。そうすると，仮住まいの家賃相当額の損害が生じたとはいえない。

ｅ 動物病院代等

原告クリニックが負担すべきものとはいえないし，本件事故と原告Ｘ２らの飼い犬の不調

との間に相当因果関係を認めることもできない。

ｆ クリーニング代

上記イ（イ）のとおり，衣類を原告クリニックが所有していたと認めるに足りる証拠はな

く，衣類のクリーニング代は，原告クリニックの業務との関係で原告クリニックが負担すべ

きものとはいえない。

ｇ 通信費

６０５号室に設置されていた固定電話及びパソコンに係る通信費は，本件事故と相当因果

関係のある損害と認められるが，携帯電話に係る通信費について，本件事故との間に相当因
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果関係を認めることはできない。

ｈ アルバイトに対する人件費

証拠（原告Ｘ３本人）によれば，原告クリニックは，アルバイトに対する人件費を支払っ

た期間中，原告Ｘ３に対する人件費の支払を免れたこと，アルバイトに対する人件費よりも

原告Ｘ３に対する人件費の方が高額であったことが認められる。そうすると，アルバイトに

対する人件費相当額の損害が生じたとはいえない。

エ 弁護士費用

上記不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用は１９万円と認めるのが相当である。

オ 小括

以上によれば，原告クリニックの被告Ｙ１らに対する損害賠償請求は，２１８万１８８９

円の限度で理由がある。

(2) 原告Ｘ２らの精神的損害

ア 慰謝料

証拠（甲１，９，４６～４８，５０～５２，原告Ｘ３本人）によれば，原告Ｘ２らは，本

件事故により，前記２(2)アのとおり，居住していた６０５号室の漏水被害に遭い，仮住ま

いを余儀なくされるなど生活の平穏を害されて不便な生活を強いられ，その生活上の利益が

侵害されたものと認められる。その精神的苦痛に対する慰謝料は，原告Ｘ２らにつきそれぞ

れ１０万円（合計２０万円）と認めるのが相当である。

なお，原告Ｘ２らは，本件事故後の被告Ｙ１らの原告Ｘ２らに対する対応が不誠実であっ

たことにより精神的苦痛を被った旨主張し，原告Ｘ３はこれに沿う陳述又は供述をする。し

かし，これらの陳述を含む本件の全証拠によっても，被告Ｙ１らの本件事故後の原告Ｘ２ら

に対する交渉態度又は行動に違法な点があったとは認められない。

イ 弁護士費用

上記不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用は原告Ｘ２らにつきそれぞれ１万円（合計

２万円）と認めるのが相当である。

ウ 小括

以上によれば，原告Ｘ２らの被告Ｙ１らに対する損害賠償請求は，各１１万円（合計２２

万円）の限度で理由がある。

４ 争点(4)（誰が本件保険契約の被保険者か・被告共済の関係）について

(1) 認定事実

ア 原告クリニック（代表者理事長原告Ｘ２）は，平成２１年７月１６日，被告共済

との間で，６０５号室の家財について，住宅用賃貸総合補償保険契約（本件保険契約）を締

結した（争いのない事実）。

イ 本件保険契約には，法人等契約の被保険者に関する特約条項の適用があり，同特

約は，本件保険契約の被保険者は法人等の従業員等で保険証券記載の住宅に居住する者であ

る旨規定している。また，本件保険約款は，保険の対象は保険証券記載の住宅に収容されて

いる家財で被保険者又はその同居人が所有するものである旨規定している（３条１項，３項

）。（前記第２の２(1)ア，甲１８，１９，乙ロ２）
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ウ 原告クリニックは，被告共済に対し，本件事故により原告クリニックが被った物

的損害（前記第２の３(3)ア（原告クリニックらの主張））について，本件保険契約の家財

総合補償の限度である３００万円の保険金の支払を請求したが，被告共済は，平成２３年４

月２８日付けの書面により，本件事故は本件地震免責条項の適用があるとして，これを拒ん

だ（甲２０）。

(2)ア 上記(1)ア及びイによれば，本件保険契約の被保険者は，原告クリニックの代表

者理事長で保険証券記載の６０５号室に居住する原告Ｘ２であることが認められる。そして

，保険契約者が被保険者のために保険契約を締結した場合，保険金請求権は被保険者に帰属

するから，本件保険金請求権は原告Ｘ２に帰属するのであって，原告クリニックは本件保険

金請求権を有しない。

イ また，上記(1)ア及びイによれば，本件保険契約の対象は６０５号室に収容され

ている家財のうち原告Ｘ２及びその同居人である原告Ｘ３が所有するものであることが認め

られる。ところが，本件訴訟において，原告クリニックは，６０５号室の家財は原告クリニ

ックの所有物であるとして本件保険金を請求しているのであって，本件保険契約の対象では

ない家財について保険金を請求していることになるから，原告クリニックの本件保険金請求

は，この点からも理由がない。

(3) 原告クリニックは，被告共済が本件保険金請求権者は原告クリニックではなく原

告Ｘ２であると主張することは信義則に反し，本件保険金の受益において実質的に同一であ

る原告クリニックもまた本件保険金請求権者である旨主張する。

しかし，被告共済は，本件訴訟以前から原告クリニックに対する本件保険金の支払を拒み

，本件第８回弁論準備手続期日において，本件保険金請求権者が原告クリニックではなく原

告Ｘ２であるとの主張を提出したのであり，この時点では争点整理は終了していなかったこ

とからすれば，被告共済の主張が信義則に反するものとは認められない。また，原告クリニ

ックと原告Ｘ２は法人格が異なるから，本件保険金の受益主体が実質的に同一であるからと

いって，本件保険契約上，原告クリニックを本件保険金請求権者と解することはできない。

したがって，原告クリニックの上記主張を採用することはできない。

なお，原告Ｘ２は，第２事件の訴えの提起時に，被告共済に対し，本件保険金を請求して

おらず，被告共済が本件保険契約における被保険者は原告Ｘ２であると主張した後も，本件

保険金の請求を追加することはなかった。

(4) 小括

以上によれば，原告クリニックは，本件保険金請求権を有しないから，争点(5)について

判断するまでもなく，原告クリニックの被告共済に対する保険金請求は理由がない。

５ 争点(6)（被告共済の不法行為責任の有無・被告共済の関係）について

証拠（甲１９，乙ロ２）によれば，本件保険約款には本件地震免責条項が記載されている

事実が認められるから，仮に，原告クリニックの主張するとおり，本件保険契約締結時に被

告共済が原告クリニックに対し，本件地震免責条項について明示的に説明をしなかったとし

ても，それをもって，直ちに被告共済の対応が消費者基本法５条１項２号の精神に反し，不

法行為を構成するとはいえない。
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また，証拠（乙ロ１，６，８，原告Ｘ３本人）によれば，Ｂ調査人は，平成２３年３月１

６日，本件事故による漏水被害の調査の際，株式会社鑑定ジャパンの調査人名義の名刺を示

した上，上階からの漏水事故として調査を行い，原告Ｘ３に対し，保険により対応できるの

ではないかという趣旨の発言をしたが，保険により対応できるとは断言しなかったこと，こ

の調査の後，被告共済は，本件事故について，本件地震免責条項を理由に本件保険金を支払

わない旨の方針を決定したこと，原告Ｘ２は，被告共済との間で，本件事故による損害への

本件地震免責条項の適用の有無について何度か電話で協議したが，結局，被告共済は，原告

クリニックに対し，本件地震免責条項を理由に本件保険金を支払わない旨の書面を送付した

ことが認められる。

原告クリニックは，被告共済が，Ｂ調査人にいかなる資格で調査するのかを説明させなか

った，保険会社としての基礎的な調査を行わなかった，本件地震免責条項により保険金を支

給しないことについての説明の仕方に問題があったなどと主張するが，上記の事実関係によ

れば，本件事故後の苦情処理時の被告共済の行為について，消費者基本法５条１項４号の精

神及び信義則に反し，不法行為が成立するとはいえず，他にこれを認めるに足りる証拠はな

い。

７ 結論

よって，原告らの被告Ｙ１らに対する各請求は主文第１項から第３項の限度で理由がある

からその限度で認容し，原告らの被告Ｙ１らに対するその余の請求及び原告クリニックの被

告共済に対する請求はいずれも理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する

。

（裁判長裁判官 後藤健 裁判官 塚原聡 裁判官 中村玲子）

〈以下省略〉

*******
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